
◆
議
案
第
５
号

平
成
22
年
度
八
街
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
既
定
の
予
算
に
９

千
４
２
５
万
２
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
７
９
億
１
千

４
２
５
万
２
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
議
案
第
６
号

平
成
22
年
度
八
街
市
国
民
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
既
定
の
予
算
か
ら

４
２
５
万
９
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
76
億
２
千
７
２

５
万
８
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
つ
い
て
は
、
前
期
高

齢
者
交
付
金
５
７
４
万
１
千
円

を
増
額
し
、
前
年
度
繰
越
金
１

千
万
円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
過
年
度

分
交
付
金
及
び
補
助
金
の
返
還

金
の
確
定
に
よ
る
償
還
金
８
１

１
万
１
千
円
を
増
額
し
、
繰
上

充
用
金
の
額
の
確
定
に
伴
い
繰

上
充
用
金
１
千
２
３
７
万
円
を

減
額
す
る
の
が
主
な
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
９
号

平
成
22
年
度
八
街
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
既
定
の
予
算
に
８

千
７
５
１
万
５
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
29
億
４
千
６
０

７
万
８
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

繰
越
金
の
確
定
に
よ
り
繰
越
金

８
千
１
０
９
万
５
千
円
を
増
額

す
る
の
が
主
な
も
の
で
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
医
療
保

険
及
び
介
護
保
険
の
過
年
度
自

己
負
担
額
の
確
定
に
伴
う
高
額

医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費

８
８
３
万
６
千
円
、
前
年
度
剰

余
金
を
積
み
立
て
る
た
め
の
介

護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金
３

千
１
０
５
万
３
千
円
、
介
護
給

付
費
の
国
・
県
負
担
金
の
確
定

及
び
地
域
支
援
事
業
交
付
金
等

返
還
金
の
確
定
に
よ
る
介
護
給

付
費
負
担
金
等
返
還
事
務
４
千

１
０
８
万
円
を
増
額
す
る
の
が

主
な
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
10
号

平
成
22
年
度
八
街
市
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
既
定
の
予
算
に
32

万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
７
億
２
千
２
７
４
万
２

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

繰
越
金
精
算
に
よ
り
一
般
会
計

繰
入
金
１
千
２
６
０
万
８
千
円

を
減
額
し
、
前
年
度
繰
越
金
の

確
定
に
よ
り
繰
越
金
１
千
２
９

３
万
４
千
円
を
増
額
す
る
も
の

で
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
臨
時
職

員
賃
金
32
万
６
千
円
を
増
額
す

る
も
の
で
す
。

ま
た
、
第
一
調
理
場
の
調
理

業
務
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
委

託
に
よ
り
実
施
し
て
お
り
ま
す

が
、
こ
の
調
理
業
務
の
契
約
が

本
年
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
引
き
続
き
第
一
調
理

場
の
調
理
業
務
を
委
託
す
る
た

め
、
必
要
事
項
を
債
務
負
担
行

為
と
し
て
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
１
号

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
てこ

れ
は
、
教
育
委
員
会
委
員

で
あ
る
「
千
葉
智
満
子
」
氏
の

任
期
が
平
成
22
年
９
月
30
日
を

も
っ
て
満
了
す
る
た
め
、
引
き

続
き
同
氏
を
委
員
に
任
命
す
る

こ
と
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を

求
め
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
２
号

非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

こ
れ
は
、
国
会
議
員
の
選
挙

等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す

る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
物
価
変
動
等
実

態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、

投
・
開
票
所
経
費
が
引
き
下
げ

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
に
お

い
て
も
法
律
改
正
に
な
ら
い
、

選
挙
長
等
の
報
酬
額
を
引
き
下

げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
３
号

八
街
市
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

現
在
、
市
で
設
置
・
運
営
し

て
お
り
ま
す
福
祉
作
業
所
に
つ

い
て
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

の
施
行
に
伴
い
、
就
労
移
行
支

援
等
を
実
施
す
る
新
体
系
の
事

業
所
へ
移
行
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

新
た
に
開
設
す
る
こ
と
と
な
る

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
現
行

の
八
街
市
福
祉
作
業
所
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃

止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
４
号

八
街
市
消
防
団
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
こ
れ
は
、
消
防
団
員
確
保
が

困
難
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑

み
、
任
命
要
件
を
緩
和
す
る
こ

と
に
よ
り
、
よ
り
消
防
団
員
確

保
を
図
り
や
す
く
す
る
た
め
条

例
の
一
部
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
八
街
市
立
実
住
小
学
校
屋
内

運
動
場
大
規
模
改
造
工
事
の
請

負
契
約
に
つ
い
て
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議 案 の 内 容

予

算

人

事

条

例

そ

の

他

提出議案を説明する長谷川市長




